
おしえて！マイナンバー（わかりやすい版
ばん

） 

マイナンバー（個人
こじん

番 号
ばんごう

）について説 明
せつめい

します。 

○マイナンバー（個人
こじん

番 号
ばんごう

）ってなんですか？ 

日本
にほん

に住
す

む方
かた

（赤
あか

ちゃんや外 国 人
がいこくじん

の方
かた

も含
ふく

みます）一人
ひとり

ひとりが

持
も

つ、１２桁
けた

（数字
すうじ

が１２個
こ

並
なら

んだもの）の番 号
ばんごう

です。 

○自分
じぶん

の好
す

きな番 号
ばんごう

が選
えら

べますか？ 

好
す

きな番 号
ばんごう

を自由
じゆう

に選
えら

ぶことはできません。 

○どのように通知
つうち

されますか？ 

マイナンバー（個人
こじん

番 号
ばんごう

）が印 刷
いんさつ

されたカード（通知
つうち

カード）が入
はい

った封 筒
ふうとう

が、市
し

役 所
やくしょ

から簡易
かんい

書 留
かきとめ

で送
おく

られてきます。 

簡易
かんい

書 留
かきとめ

の受
う

け取
と

りにはサインや印 鑑
いんかん

が必 要
ひつよう

です。 

  



○通
つう

知
ち

カードは、いつごろ届
とど

きますか？ 

裾野市
すそのし

では、平 成
へいせい

２７年
ねん

１０月
がつ

下 旬
げじゅん

から１１月
がつ

末
まつ

に掛
か

けて、

住 民 票
じゅうみんひょう

の 住 所
じゅうしょ

にマイナンバーの通知
つうち

カードを届
とど

ける予定
よてい

です。 

○通
つう

知
ち

カードが届
とど

いたらどうすれば良
よ

いですか？ 

通知
つうち

カードが必 要
ひつよう

となるときまで、大 切
たいせつ

に保管
ほかん

しておいてください。 

間違
まちが

って捨
す

てないように注 意
ちゅうい

してください。 

皆
みな

さまのマイナンバーを電話
でんわ

でお聞
き

きすることはありません。 

マイナンバーを聞
き

き出
だ

そうとする電話
でんわ

が掛
か

かってきたら、電話
でんわ

を切
き

って警 察
けいさつ

や市
し

役 所
やくしょ

にご連 絡
れんらく

ください。 

○通
つう

知
ち

カードに書
か

かれたマイナンバー（個人
こじん

番 号
ばんごう

）は、いつから使
つか

いま

すか？ 

平 成
へいせい

２８年
ねん

１月
がつ

以降
いこう

、税 金
ぜいきん

や社 会
しゃかい

保 障
ほしょう

（年 金
ねんきん

や福祉
ふくし

）の

申 請
しんせい

書
しょ

（届
とど

け出
で

）に、マイナンバー（個人
こじん

番 号
ばんごう

）を記 入
きにゅう

すること

になります。 

お仕事
しごと

で 給 料
きゅうりょう

をもらっている人
ひと

は、勤務先
きんむさき

やアルバイト先
さき

への

届
とど

け出
で

も必 要
ひつよう

です。 

  



○通
つう

知
ち

カードをなくしました。どうしたらいいですか？ 

まず、警 察
けいさつ

署
しょ

に届
とど

け出
で

ます（ 紛 失 届
ふんしつとどけ

）。 

その後
ご

、市
し

役 所
やくしょ

で再 発
さいはっ

行
こう

の手続
てつづ

きをしてください。 

○通
つう

知
ち

カードをなくしましたが、今
いま

すぐ自分
じぶん

のマイナンバー（個人
こじん

番 号
ばんごう

）が必
ひつ

要
よう

です。どうしたらいいですか？ 

市
し

役 所
やくしょ

の市民課
しみんか

や各支所
かくししょ

で、マイナンバー入
い

りの 住 民 票
じゅうみんひょう

を出
だ

して

もらいましょう（手 数 料
てすうりょう

がかかります）。 

○マイナンバーカード（個人
こ じ ん

番号
ばんごう

カード）って、何
なに

ですか？ 

顔
かお

写 真
じゃしん

入
い

りでプラスチック製
せい

のカードです。 

公 的
こうてき

身分
みぶん

証 明 書
しょうめいしょ

として使
つか

えます。 

有 効
ゆうこう

期限
きげん

は、２０歳
さい

以 上
いじょう

の成 人
せいじん

が１０年
ねん

、２０歳
さい

未満
みまん

の未成年
みせいねん

が５年
ねん

です。 

○マイナンバーカードはどうしたらもらえますか？ 

通知
つうち

カードが 送
おく

られてきた 封 筒
ふうとう

に、マイナンバーカードの 申 請 書
しんせいしょ

と

返 信 用
へんしんよう

封 筒
ふうとう

が一 緒
いっしょ

に入
はい

っていますので、それを使
つか

って届
とど

け出
で

ます

（顔
かお

写 真
じゃしん

が必 要
ひつよう

です）。 

  



○マイナンバーカードの申 請
しんせい

にお金
かね

はかかりますか？ 

初
はじ

めてのときは、交付
こうふ

手 数 料
てすうりょう

はかかりません（無 料
むりょう

です）。 

再交付
さいこうふ

手 数 料
てすうりょう

は、１，０００円
えん

です。 

○通
つう

知
ち

カードと、マイナンバーカードはどこが違
ちが

いますか？ 

 通知
つうち

カード マイナンバーカード 

材 料
ざいりょう

 紙 製
かみせい

 プラスチック製
せい

 

交付
こうふ

申 請
しんせい

 不要
ふよう

 必 要
ひつよう

 

顔
かお

写 真
じゃしん

 なし あり 

ＩＣチップ なし あり 

公 的
こうてき

身分
みぶん

証 明
しょうめい

 使
つか

えない 使
つか

える 

コンビニ交付
こうふ

 利用
りよう

できない 利用
りよう

できる 

○マイナンバーカードを使って、コンビニで取
と

れるようになる書 類
しょるい

には何
なに

がありますか？ 

住 民 票
じゅうみんひょう

、印 鑑
いんかん

証 明
しょうめい

、税
ぜい

証 明
しょうめい

です。 

○マイナンバーカードを使
つか

って、コンビニで 住 民 票
じゅうみんひょう

などが取
と

れるの

は、裾野
すその

市内
しない

だけですか？ 

いいえ。次
つぎ

のコンビニなら、日 本 中
にほんじゅう

のどこのお店
みせ

でも書 類
しょるい

が取
と

れる

ようになります。 

・セブンイレブン ・ファミリーマート ・ローソン （五 十 音
ごじゅうおん

順
じゅん

） 



○平 成
へいせい

２８年
ねん

１月
がつ

からの、市
し

役 所
やくしょ

の窓 口
まどぐち

での手続
てつづ

きに必 要
ひつよう

なもの

は何
なん

ですか？ 

番 号
ばんごう

確 認
かくにん

 身元
みもと

確 認
かくにん

 

①マイナンバーカード 

②通知
つうち

カード 

③ 個人
こじん

番号付き
ばんごうづき

の

住 民 票
じゅうみんひょう

 

（上
うえ

の３つのうち、ど

れかひとつ） 

①マイナンバーカード（身元
みもと

確 認
かくにん

書 類
しょるい

としても使
つか

えま

す） 

②マイナンバーカードがないとき、次のうちどれか一つ 

運 転
うんてん

免 許 証
めんきょしょう

 
身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

手 帳
てちょう

 
療 育
りょういく

手 帳
てちょう

 

精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

保健
ほけん

福祉
ふくし

手 帳
てちょう

 
在 留
ざいりゅう

カード 
特 別
とくべつ

永 住 者
えいじゅうしゃ

証 明 書
しょうめいしょ

 

パスポート 
運 転
うんてん

経 歴
けいれき

証 明 書
しょうめいしょ

 
 

官 公
かんこう

署
しょ

から 発 行
はっこう

・ 発 給
はっきゅう

された 書 類
しょるい

などで、 顔
かお

写 真
じゃしん

があり、氏名
しめい

・生 年
せいねん

月日
がっぴ

又
また

は 住 所
じゅうしょ

が記載
きさい

されて

いるもの 

① 、②の提示
ていじ

が 難
むずか

しいとき 次のうち二つ 

国 民
こくみん

健 康
けんこう

保険
ほけん

等
とう

の保 険 証
ほけんしょう

 

特 別
とくべつ

児童
じどう

扶養
ふよう

手当
てあて

証 書
しょうしょ

 

児童
じどう

扶養
ふよう

手当
てあて

証 書
しょうしょ

 

年 金
ねんきん

手 帳
てちょう

   

官 公
かんこう

署
しょ

又
また

は個人
こじん

情 報
じょうほう

利用
りよう

事務
じ む

実施者
じっししゃ

・個人
こじん

番 号
ばんごう

関 係
かんけい

事務
じ む

実施者
じっししゃ

から 発 行
はっこう

・ 発 給
はっきゅう

された 書 類
しょるい

など

で、氏名
しめい

・生 年
せいねん

月日
がっぴ

又
また

は 住 所
じゅうしょ

が記載
きさい

されているもの 

 


